認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

重要事項説明書
グループホームやまびこ
１　　当認知症対応型共同生活介護サービスについての相談窓口

　　　　　　電話　０２５－７８３－３１７７（第１ユニット）　　　０２５－７８３－３１８０（第２ユニット）
　　　　　　ＦＡＸ　０２５－７８３－３１７８
　　　　　　担当　　佐藤　勝　（管理者）
　　　　　　　　　　　　　 
※ご不明な点は何でもお尋ねください。
２　　当認知症対応型共同生活介護施設の運営規定の概要

　　（１）　当グループホームの内容等

　　　　　・介護保険事業所番号　１５９２４００１０３
　　　　　・事業所名　　　　　　グループホームやまびこ

　　　　　・所在地　　　　　　新潟県南魚沼市石打３１１番地１

　　（２）　職員体制

	
	資　格
	常勤
	非常勤
	業務内容

	管理者（兼務）
	介護福祉士
防火管理者研修終了
認知症実践者研修修了
	1人
	
	事業全体のマネジメント

指揮・命令

サービス全体の統括

	計画作成担当者

（兼務）
	介護支援専門員

認知症実践者研修修了
	1人

	
	介護サービス計画作成
介護業務全般

	介護職員
	介護福祉士
ヘルパー１級

ヘルパー2級

	６人
１人

４人

	　　
２人
　　
	介護業務全般


　　　　　　
３　　設備の概要
　　　　①建物構造

　　　　　　　　　　　木造平屋一部二階建て　準耐火構造
　　　　　　　　　　　敷地面積：１，８７５㎡
　　　　　　　　　　　建築面積：５２０．３９㎡
　　　　　　　　　　　延床面積：４９０．８５㎡　（1階：４７８．１４㎡　　2階：１２，７１㎡）
　　　　　　　　　　　居室面積：８．２８㎡（全室共通）　　　18室（全個室）
　　　
　②設備

　　　　　　　　　　　スプリンクラー、火災通報装置、火災感知器、外部防犯カメラ
　　　　　　　　　　　エアコン、一般浴槽、特殊浴槽、全室テレビアンテナ、洋式トイレ５箇所
　　　　　　　　　　　立位式トイレ（男性用）2箇所、駐車場13台収容、融雪屋根、他
４　　サービスの内容

　　　　　・食事、排泄、入浴（清拭）、着替えの介助などの日常生活上の世話、日常生活の中での

　　　　　　機能訓練、健康管理、相談、援助など。
　　　　　・上記については包括的に提供され、下記の表による要介護状態度別に応じて定められた

　　　　　　金額（省令により変動あり）が自己負担となります。
５　　料金

　　　（１）　基本分（介護報酬分）　　　　　　　　　　　※負担割合１の場合
	状態区分
	１ヶ月あたりの自己負担額（３０日）

	　　　要支援２
	２２，４７０円

	要介護１
	２２，５９０円

	　　　要介護２
	２３，６４０円

	　　　要介護３
	２４，３６０円

	　　　要介護４
	２４，８４０円

	要介護５
	２５，３５０円

	初期加算
	９００円　※利用開始から３０日間

	サービス提供体制加算Ⅲ
	　　　　　　　　　１８０円

	介護職員処遇改善加算Ⅲ
	所定単位×15.5％

	
	


（２）　食事にかかる費用

　　　　　　　　１日　　１，４００円　　（朝食：４００円　　昼食：５００円　　夕食：５００円）　
　　　　　　　
（３）　水道光熱費（共有分・居室分）

　　　　　　　　１日　　９２０円

　　 （４）　家賃

　　　　　　　　月額　　４２，０００円（３０日）　　　４３，４００円（３１日）

　 　（５）その他、理美容代、おむつ代、医療費など個人的に利用されたものは実費となります。

　　　　　なお、月途中の入居の場合は、（２）（３）（４）（５）は日割りとなります。

　 　（６）　１ヶ月に満たない期間の居室利用料金
　　　　　　　　入居途中での入院の場合、利用料は月額料金となります。

　　　　　　　　（入院日及び退院日は利用日として算定されます。）

　　 （７）　ご利用者の都合で退所される場合
　　　　　　　　①居室料金は１ヶ月以上前の申し出があれば日割り計算となります。
　　　　　　　　②上記以外は利用当該月の月割りとなります。
　　 （８）　外出・外泊時の利用料金
　　　　外出・外泊された場合、食費以外の利用料は月額料金となります。
６　　料金のお支払い方法

（1） 月末日を締め切り日とし、料金の合計額の明細を請求書に添付し、翌月10日までに、利用者に通知します。
（2） 当月分の料金は15日までに、ご指定金融機関の口座より引き落としの方法でお支払い頂きます。
　　（３）利用者から料金を受領したときは、利用者に対し領収証を発行いたします。
　 （４）これら介護報酬等、請求に関する書類については５年間保存するものといたします。
７　　入退居の手続き

　　　　　・当グループホームに直接申し込みをしていただきます。

　　　　　・利用申し込みは「利用申込書」に必要事項を記入し、申し込んでいただきます。

　　　　　・申し込み後、ご本人及びご家族との面談、利用調整会議での調整のうえ、決定いたします。

　　　　　・利用が内定した後、健康診断書が必要となります。
８　　当グループホームの特徴等

　　（１）　運営方針

　　　　①当グループホームの職員は、要介護者であって認知症の状態の方を共同生活住居におい
　　　　　て、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上のお世話及び機

　　　　　能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができる

　　　　　よう、必要な援助を提供いたします。

　　　　②事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健医療サービス、地域住民との密接な連

　　　　　携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

　　（２）　共同生活介護の考え方と提供方法

　　　　①認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護の内容は、利用者の身体状況を勘案したうえで、介護計画を作成し、その介護計画に基づき必要な援助を行います。利用者の認知症の症状を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、また、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的環境の中で生活が送れることにより達成感や満足感を得て、自信を回復するように配慮致します。

　　　　②利用者が自らの趣味、思考に応じた活動、充実した生活が送れるよう支援し、精神的な安

　　　　　定、問題行動の減少及び認知症の進行を緩和するよう努めます。

　　　　③サービスの提供については、懇切丁寧を旨とし、利用者及び家族に対しサービスの提供方法を説明します。また、利用者又は他の利用者などの生命又は身体の保護をするため緊急

　　　　　やむを得ない場合を除き、身体拘束は行いません。

　　（３）　選択のための情報提供

　　　　　　・サービス評価の実施と評価結果の公表

　　（４）　サービスの質の改善のための努力

　　　　　　・グループホーム全職員によるケアケース会議や模擬体験などの内部研修等により研究、

　　　　　　 改善を図ります。

　　　　　　・職員全員の質的向上を図るため、研修機会を設け業務全体を整備します。

　　　　　　　　採用時研修　　　　　採用後１ヶ月以内

　　　　　　　　継続研修　　　　　年数回
　　（５）　秘密の保持

　　　　　　・職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。また、職員でなくなっ

　　　　　　 た後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に入れ徹底します。

９　　グループホーム利用の留意事項

　　　　　面会　　　　　　　　事前にお電話にて連絡を頂き、9時から17時とさせて頂きます。

　　　　　外出・外泊　　　　　　　　お出かけになる時は職員への連絡をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外出・外泊先で予定の変更なども連絡を戴きます。

　　　　　金銭管理　　　　　　　　基本的にはご本人やご家族でお願いいたします。

　　　　　持込み品　　　　　　　　居室に入る範囲内で使い慣れた日常の持ち物をお持ちください。
　　　　　宗教　　　　　　　　他の方のご迷惑にならない範囲であれば自由です。

　　　　　その他　　　　　　　　禁煙でお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 禁酒でお願いいたします。

１０　　非常災害対策

　　　　　・非常災害に備えるため、防災計画に基づき、避難・消火訓練を行います。防火責任者及び

　　　　　 火元責任者には、事業管理者がその任にあたります。始業・終業時には、火元危険防止の

　　　　　 ため自主的に点検を行います。非常災害用設備の保守・点検は、契約保守事業者に依頼

　　　　　 し、防火責任者が立ち会います。非常災害用設備は常に有効に保持するように努めます。

　　　　　・定期的に地域の協力機関と連携を図り避難訓練を行います。なお、避難訓練に関しては、

　　　　　 ご利用者の方からも参加していただき実施します。

　　　　　・火災や地震などの災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、防火責任者は

　　　　　 各種マニュアルを作成し、従業者に対し防災意識の向上、防災教育や防火・防災訓練を
　　　　　 実施します。防災訓練は年２回程度実施します。

　　　　　 その他、必要な災害防止対策についても必要に応じて対処します。

１１　　職員の勤務体制　※①～④まで毎日、各ユニットへ1名ずつ配置
1 早番職員　勤務時間　　７：００～１６：００　勤務内容　入浴支援・介助等
2 日勤職員　勤務時間　　８：３０～１７：３０　勤務内容　日課支援・介助等
3 遅番職員　勤務時間　１０：００～１９：００　勤務内容　食事支援・介助等
4 夜勤職員　勤務時間　１７：００～翌日９：００　勤務内容　就寝、起床支援・介助等
１２　　事故発生時の対応
1 発生後直ちに管理者へ連絡・報告　　担当：発見職員
2 事故対応の指示を出す　　　　　　　　　担当：管理者
3 家族様、行政等関係各所へ報告　　　担当：管理者

１３　　サービスについての意見・要望

　　　（１）　当グループホームの対応

　　　　　　　　　窓口　　　　グループホームやまびこ

　　　　　　　　　担当　　　　管理者 ：　佐藤　勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　電話　　　　０２５－７８３－３１７７（第１ユニット）　　025-783-3180（第２ユニット）
　　　　　　　　　　F　A　X　　　　０２５－７８３－３１７８

　　　　　　　　　受付時間　　　　毎日　24時間　365日
　　　　　そのほか、株式会社　ユーワ　にも意見・相談窓口が設置されています。
　　　　　　　　　担当　　　　代表取締役 ： 関　渉
　　　　　　　　　電話　　　　０２５－７７３－２２５０

　　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　０２５－７７２－３５０１

　　　　　　　　　受付時間　　　　午前１０時から午後４時まで

　　　（２）　市町村の窓口

　　　　　①南魚沼市役所介護保険課　　　電話　　０２５－７７３－６６７５
　　　　　②新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス相談室　電話　　０２５－２８５－３０２２
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

	事業所又は施設の名称
	グループホームやまびこ

	サービスの種類
	指定（介護予防）認知症対応型共同生活Ⅱ


	措置の概要

	１　利用者からの相談又は苦情などに対応する常設の窓口（連絡先）及び担当者の設置状況

	苦情担当窓口を次のとおり設置する。

①窓口の設置場所　　　新潟県南魚沼市石打３１１番地１

　　　　　　電話番号　　　０２５－７８３－３１７７　　　　FAX番号　　 ０２５－７８３－３１７８

②窓口開設時間　　　　３６５日　午前8時半から午後5時半まで

③対応者　　　佐藤　勝　（管理者）　　　　　富所　恵子（介護計画作成担当者）
④その他　　　事業の休業日及び午後5時半以降についても、電話により対応する。

	２　円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順

	（１）相談及び苦情の対応

相談又は電話があった場合、原則として管理者が対応する。

管理者が対応できない場合、他の職員でも対応するが、その旨を管理者に直ちに報告する。

（２）確認事項

相談者は電話については、次の事項について確認する。

→相談又は苦情のあった利用者の氏名、提供したサービスの種類、提供した年月日及び時間、担当した職員の氏名（利用者がわかる場合）、具体的な苦情・相談の内容、その他参考事項

（３）相談及び苦情処理期限の説明

相談及び苦情処理の相手に対し、対応した従業員の氏名を名乗るとともに相談・苦情を受けた内容について、回答する期限を併せて説明する。

（４）相談及び苦情処理

概ね次の手順により、相談及び苦情について処理する。

①事業者内において、管理者を中心として、相談・苦情処理のための会議を開催する。

②サービスを提供した者からの概要説明を受ける。

③問題点の整理、洗い出し及び今後の改善策についてのディスカッションを行う。

④文書により回答を作成し、管理者が事情説明を利用者に対して直接行ったうえで、文書を渡す。

⑤苦情処理の場合、その概要についてまとめたうえで利用者を担当する居宅介護支援事業者、市町村及び国民健康保険連合会に対して報告を行い、更なる改善点について助言を受ける。

⑥事業実施マニュアルにおいて改善点を説明し、再発の防止を図る。

	３　その他参考事項

	○サービスの提供にあたり、利用マニュアルにおいて接遇などについて徹底するほか、適宜研修を実施し、より利用者の立場に立ったサービス提供を心がけるよう、職員指導を行う。

○苦情がだされた場合は、誠意を持って対応するものとし、苦情まで至らないケースであっても、利用者から希望や相談などがあった場合、事例検討会などの検討材料とし、以後のサービス提供に資するよう工夫する。

○利用者に満足いただけるようなサービスを提供できるよう、職員の健康管理にも充分配慮する。


１２　　当法人の概要

　　　　　　　名称等　　　　株式会社　ユーワ
　　　　　　　代表者　　　　代表取締役　　関　渉
　　　　　　　本部所在地　　　　〒949-6615　　新潟県南魚沼市西泉田８番地２

　　　　　　　電話　　　　０２５－７７３－２２５０

　　　　　　　定款の目的に定めた事業　　　　　有料老人ホーム、グループホームの経営

１３　　他に経営する介護保険関連事業等

　　　　　　・法人設立　　　　　　平成１９年

　　　　　　 施設名称　　　　　　介護付有料老人ホーム悠々の杜
　　　　　　 種別　　　　　　特定施設入居者生活介護

　　　　　　・法人設立　　　　　　平成２０年

　　　　　　　施設名称　　　　　　グループホーム悠々の杜
　　　　　　　種別　　　　　　認知症対応型共同生活介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要事項説明書　同意書
　　認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護の利用に当たり、
契約書及び本書面で重要な事項の説明を行いました。

　　　令和　　年　　　月　　　日
　　　　　　　〈事業者〉

　　　　　　　　　所在地　　南魚沼市石打311-1
　　　　　　　　　名称　　グループホームやまびこ

　　　　　　　　　説明者　　　佐藤　勝　　　
私は、契約書及び本書面により、事業者から認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護についての重要な事項の説明を受けました。

　　　　　　　〈利用者〉　
住所　　新潟県南魚沼市
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　
　　　　　　　〈代理人〉　
　　　　　　　　　住所　　　新潟南魚沼市
　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　

　　　　
